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申し込みは､下記申込書にご記入の上､FAXにてお申し込み下さい。
お問合せ：長浜商工会議所　　　　　　〒526-0037　長浜市高田町10-1
TEL：0749-62-2500　FAX：0749-62-8001

これで安心！経営者のための労使トラブル対策セミナー申込書（平成２３年１１月２９日（火）開催）
	事業所名
	
	業　種
	小売・卸売・サービス
製造・建設・その他

	参加者氏名
	
	役　職
	

	事業所所在地
	〒


	TEL
	
	FAX
	
































主催：長浜商工会議所
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これで安心！未然に防ぐ！





～経営者はもちろん、管理者も知っておきたい～





セミナーの内容（一部抜粋）


１．労使トラブルの現状


・労働相談が増加する背景


２．採用時に注意すること


・採用選考時の意外と知らない提出書類


３．セクシャルハラスメント対策


・セクハラ問題の事例とその対策


４．パワーハラスメント対策


・パワハラ問題の事例とその対策


５．時間外・休日労働に関すること


・「振替休日」と「代休」の違い


６．給与に関すること


・時間外手当の対応策


７．退職時に注意すること


・解雇を行う場合のポイント


８．退職金に関すること


・退職金を支払う時期について


９．就業規則の整備の必要性


・整備を行う事によるメリット　など


　　　　　　　　　　　　　　　


　　








開催要項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


◇日　時　平成２３年１１月２９日（火）


１４：００～１６：３０


◇会　場　長浜商工会議所　


◇参加費　会　員　　　無　料　


一　般　　1,000円


※定員になり次第締め切りますので、どうぞお早目に申し込み下さい。








厚生労働省が発表している資料において、監督署等への労働相談の件数が平成２２年度で１１３万件となっており、今後も増加の傾向にあります。インターネットの普及で、情報収集が容易になり、従業員が労働基準法など労働関係の法律・事例について調べているケースも多く、何か問題が起こった時には、情報を武器に会社や労働基準監督署に申し立てを行う事も考えられます。


今回のセミナーでは労使トラブルの事例を交えて、採用・退職などといったそれぞれの場面で注意して頂く点、労使トラブルに対する防止策について具体的な内容をご説明致します。


小さなトラブルでもひとつ対応を誤りますと、大きな問題となり、その対応に時間を取られて日常の業務に支障をきたすことや、最悪の場合では裁判へ発展することも考えられます。


知っておくとトラブルを未然に防げることもございますので、経営者の方だけでなく管理者の方も是非ご参加を頂き、ご活用下さい。








特定社会保険労務士としてあっせん代理の経験豊富で、問題の本質を捉え労使間の紛争を解決に導く。特に労働基準監督署などの役所の調査対応を得意とする。行政機関や各種団体等の講演やセミナー講師として、参加者より分かりやすい講座として好評を得ている。








講師紹介　　　　　　　　　　　　　　　　


社会保険労務士法人 中嶋事務所


特定社会保険労務士 中嶋秀忠氏
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最近実施したセミナー


・労使トラブル対処法　・会社を守る就業規則　・うつ病対策セミナー


・未払い残業問題対策　・助成金最新情報　など


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








